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【手続補正書】
【提出日】令和1年6月26日(2019.6.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ボンネット（６）内空間に、エンジン（４）の前側に配置したラジエータ（７５）と、
前記エンジン（４）への吸気を冷却するインタークーラ（１０３）と、空調装置用冷媒を
凝縮するコンデンサ（１０４）をこの順に設け、前記ラジエータ（７５）と前記インター
クーラ（１０３）との間に、前記エンジン（４）への燃料を冷却する燃料クーラ（１０２
）を、ラジエータ支持枠（Ｆ）を構成する左右方向の連結部材（８１ａ）に、支持プレー
ト（１０５）を介して吊下げ状態に支持してなる作業車両。
【請求項２】
　前記ボンネット（６）内空間に、前記ラジエータ（７５）と、前記ラジエータ（７５）
の高さよりも高さの低い前記インタークーラ（１０３）と、前記インタークーラ（１０３
）よりもさらに高さの低い前記コンデンサ（１０４）をこの順に設け、導入外気を除塵し
て前記エンジン（４）側に供給するエアクリーナ（９８）を設け、エアクリーナ（９８）
のケーシングは、断面小判状乃至楕円状に形成するものであって、エアクリーナ（９８）
は、側面視において前下がり傾斜姿勢になるよう、前記インタークーラ（１０３）と前記
コンデンサ（１０４）の上方に配置してなる請求項１に記載の作業車両。
【請求項３】
　前記ラジエータ（７５）に前記ボンネット（６）内空間を前後に仕切る仕切板（８２）
を設け、前記仕切板（８２）に、前記エアクリーナ（９８）のクリーナホース（１００）
を挿通させるためのクリーナホース貫通孔（８２ｂ）を左右いずれか一方側に、前記イン
タークーラ（１０３）に接続する導入用ホース（１０３ｂ）と供給用ホース（１０３ｃ）
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を挿通させるための一対のインタークーラホース貫通孔（８２ｄ，８２ｅ）を接近状態で
左右いずれか他方に備える請求項１又は請求項２に記載の作業車両。
【請求項４】
　前記連結部材（８１ａ）に、前記エアクリーナ（９８）を支持するブラケット（９９）
を設けてなることを特徴とする請求項２又は請求項３に記載の作業車両。
【請求項５】
　前記ケーシングの背面側に、一対の支持脚部（９８ｅ，９８ｅ）に取付枠１０１を固定
し、該取付枠１０１をブラケット（９９）に取り付けることを特徴とする請求項４に記載
の作業車両。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の詳細な説明】
【発明の名称】作業車両
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、農業用トラクタ等の作業車両に関し、特にエアクリーナ等の支持構成に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来の農業用トラクタにおいては、エアクリーナは、下端が機体前部底板の左右中央部
に連結され、上端がラジエータフレームに連結された棒状のエアクリーナ支持フレームに
支持されており、その位置はラジエータの前方上方にある（特許文献１）。そして、ラジ
エータの前側にインタークーラを配置し、さらにその前側にコンデンサを配置し、このコ
ンデンサの前側に前記エアクリーナ支持フレームを利用して燃料クーラを配置している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１６－７８６０８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１の構成によると、インタークーラの前方に配置したコンデンサの上方にエア
クリーナを配置することができ、その分ボンネット内部の前後長さを抑制しコンパクト化
が図れる。ところが、該エアクリーナを高い位置で支持するため、棒状のエアクリーナ支
持フレームを機体中央に設置しなければならず、さらにこの支持フレームを利用して燃料
クーラを支持するものであるため、ボンネット内空間の前後長を拡大する要因となってい
る。
【０００５】
　この発明は、上記に鑑みラジエータ前方に配置構成する各種クーラ類やエアクリーナの
配置の合理化によって前後長さのコンパクト化、さらには組付け作業の容易化、コスト低
廉を図る。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この発明は、上記課題を解決すべく次のような技術的手段を講じた。
【０００７】
　請求項１に記載の発明は、ボンネット（６）内空間に、エンジン（４）の前側に配置し
たラジエータ（７５）と、前記エンジン（４）への吸気を冷却するインタークーラ（１０
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３）と、空調装置用冷媒を凝縮するコンデンサ（１０４）をこの順に設け、前記ラジエー
タ（７５）と前記インタークーラ（１０３）との間に、前記エンジン（４）への燃料を冷
却する燃料クーラ（１０２）を、ラジエータ支持枠（Ｆ）を構成する左右方向の連結部材
（８１ａ）に、支持プレート（１０５）を介して吊下げ状態に支持してなる作業車両とす
る。
【０００８】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の発明において、
　前記ボンネット（６）内空間に、前記ラジエータ（７５）と、前記ラジエータ（７５）
の高さよりも高さの低い前記インタークーラ（１０３）と、前記インタークーラ（１０３
）よりもさらに高さの低い前記コンデンサ（１０４）をこの順に設け、導入外気を除塵し
て前記エンジン（４）側に供給するエアクリーナ（９８）を設け、エアクリーナ（９８）
のケーシングは、断面小判状乃至楕円状に形成するものであって、エアクリーナ（９８）
は、側面視において前下がり傾斜姿勢になるよう、前記インタークーラ（１０３）と前記
コンデンサ（１０４）の上方に配置してなる請求項１に記載の作業車両とする。
【０００９】
　請求項３に記載の発明は、請求項１又は請求項２に記載の発明において、前記ラジエー
タ７５に前記ボンネット６内空間を前後に仕切る仕切板８２を設け、前記仕切板８２に、
前記エアクリーナ９８のクリーナホース１００を挿通させるためのクリーナホース貫通孔
８２ｂを左右いずれか一方側に、前記インタークーラ１０３に接続する導入用ホース１０
３ｂと供給用ホース１０３ｃを挿通させるための一対のインタークーラホース貫通孔８２
ｄ，８２ｅを接近状態で左右いずれか他方に備える。
【００１０】
　請求項４に記載の発明は、請求項２又は請求項３に記載の発明において、前記連結部材
（８１ａ）に、前記エアクリーナ（９８）を支持するブラケット（９９）を設けてなるこ
とを特徴とする。
【００１１】
　請求項５に記載の発明は、請求項４に記載の発明において、前記ケーシングの背面側に
、一対の支持脚部（９８ｅ，９８ｅ）に取付枠１０１を固定し、該取付枠１０１をブラケ
ット（９９）に取り付けることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　請求項１に記載の発明により、比較的小型で空冷面積の小さい燃料クーラ１０２はラジ
エータ７５とインタークーラ１０３との間に設けるものであるが、冷却性を確保しつつ設
置できる。
【００１３】
　請求項２に記載の発明によれば、請求項１に記載の効果に加え、ラジエータ７５の前方
の配置では、インタークーラ１０３よりもコンデンサ１０４の高さが低いため、これらイ
ンタークーラ１０３とコンデンサ１０４の上方に傾斜姿勢で前記エアクリーナ９８を配置
でき、ボンネット６内部の機器占有空間が小さくなってコンパクト化が図れる。
【００１４】
　請求項３に記載の発明によれば、請求項１又は請求項２に記載の効果に加え、仕切板８
２に、単一のクリーナホース貫通孔８２ｂと一対のインタークーラホース貫通孔８２ｄ，
８２ｅとを左右に配置するものであり、左右と中央に分散する場合に比較して、貫通孔数
の相違によって区別認識し易くし、誤組を少なくできる。
【００１５】
　請求項４及び請求項５に記載の発明によれば、請求項２又は請求項３に記載の効果に加
え、既存のラジエータ支持枠Ｆを構成する左右方向の連結部材８１ａに、燃料クーラ１０
２を吊下げ支持し、あるいはエアクリーナ９８用のブラケット９９を設ける構成であるか
ら、気温などの環境条件によって燃料クーラ１０２を後付けする場合にも容易であるとと
もに、既存の前記連結部材８１ａにエアクリーナ９８のブラケット９９をも組み付ける構
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成とするので、支持構成の兼用化が図れてコストダウンとなる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】トラクタの概略図である。
【図２】図１のトラクタの機体前部を視た図である。
【図３】図１のトラクタの機体後部を視た図である。
【図４】図１のトラクタの機体上部を視た図である。
【図５】前輪アクスルハウジングとアクスルブラケットの一部断面した側面図である。
【図６】前輪アクスルハウジングとアクスルブラケットの平面図である。
【図７】前輪アクスルハウジングの分解斜視図である。
【図８】アクスルブラケット部及びラジエータ部の斜視図である。
【図９】ラジエータ支持枠、ラジエータ及びその近傍を斜め左後方から視た斜視図である
。
【図１０】ラジエータ支持枠、ラジエータ及びその近傍を斜め右前方から視た斜視図であ
る。
【図１１】（Ａ）はロアタンク側固定状態を示す拡大側断面図、（Ｂ）はアッパタンク側
固定状態を示す拡大側面図である。
【図１２】（Ａ）はボンネットのロック機構の正面図、（Ｂ）はロック機構の斜視図、（
Ｃ）はロック機構の断面図である。
【図１３】エアクリーナ及びその周辺の斜視図である。
【図１４】（Ａ）、（Ｂ）はエアクリーナの斜視図、（Ｃ）は装着状態の斜視図である。
【図１５】別例のエアクリーナ及びその周辺の斜視図である。
【図１６】（Ａ）は燃料クーラの装着状態を示す斜視図、（Ｂ）は燃料クーラの装着状態
を示す斜視図である。
【図１７】（Ａ）はインタークーラの正面図、（Ｂ）、（Ｃ）はその側面図である。
【図１８】（Ａ）、（Ｂ）はインタークーラ導入ホース及び供給ホースの支持一例を示す
斜視図である。
【図１９】（Ａ）はボンネット内ラジエータ及びその前側周辺の側面図、（Ｂ）はその正
面図、（Ｃ）はその平面図である。
【図２０】（Ａ）、（Ｂ）はラジエータ及びその前側周辺の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下に、本発明に係る実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。
【００１８】
　なお、以下の説明では、前後方向とは、このトラクタ１が直進する際の進行方向であり
、進行方向前方側を前後方向前側、後方側を前後方向後側という。トラクタ１の進行方向
とは、トラクタ１の直進時において、トラクタ１の操縦席８からステアリングハンドル１
１に向かう方向であり、ステアリングハンドル１１側が前側、操縦席８が後側となる。ま
た、車幅方向とは、当該前後方向に対して水平に直交する方向である。ここでは、前後方
向前側を視た状態で右側を車幅方向右側、前後方向前側を視た状態で左側を車幅方向左側
という。さらに、鉛直方向とは、前後方向と車幅方向とに直交する方向である。これら前
後方向、車幅方向及び鉛直方向は、互いに直交する。
【００１９】
　図１～図４に示す本実施形態の作業車両としてのトラクタ１は、動力源が発生する動力
によって、自走しながら圃場等での作業を行う農用トラクタ等の作業車両である。トラク
タ１は、前輪２と、後輪３と、動力源としてのエンジン４と、変速装置（トランスミッシ
ョン）５とを備えている。このうち、前輪２は、主に操舵用の車輪、すなわち、操舵輪と
して設けられる。後輪３は、主に駆動用の車輪、すなわち、駆動輪として設けられる。後
輪３には、機体前部のボンネット６内に搭載されるエンジン４で発生した回転動力を、ト
ランスミッションケース５内変速装置で適宜減速して伝達可能になっており、後輪３は、
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この回転動力によって駆動力を発生する。また、この変速装置５は、エンジン４で発生し
た回転動力を、必要に応じて前輪２にも伝達可能になっており、この場合は、前輪２と後
輪３との四輪が駆動輪となり駆動力を発生する。すなわち、変速装置５は、二輪駆動と四
輪駆動との切り替えが可能になっており、エンジン４の回転動力を減速し、減速された回
転動力を前輪２、後輪３に伝達可能である。また、トラクタ１は、機体後部に、ロータリ
（図示省略）等の作業機を装着可能な連結装置７が配設されている。連結装置７は、例え
ば、中央上部のトップリンク７ａや下部左右のロアリンク７ｂ，７ｂからなる３点リンク
とされ、トラクタ１の機体後部に作業機を連結する。トラクタ１は、後述のように左右の
リフトアームを油圧で回動することで、リフトロッド、このリフトロッドと連結している
ロアリンク７ｂ等を介して作業機を昇降させることができる。
【００２０】
　トラクタ１は、機体上の操縦席８の周りはキャビン９で覆われている。トラクタ１は、
キャビン９の内部において、操縦席８前側のダッシュボード１０からステアリングハンド
ル１１が立設されると共に、操縦席８の周りにクラッチペダル、ブレーキペダル、アクセ
ルペダル等の各種操作ペダルや前後進レバー、変速レバー等の各種操作レバーが配置され
ている。
【００２１】
　図５～図７に基づき前記前輪２を駆動する前車軸３５を支架する前輪アクスルハウジン
グ６６を前後軸芯回りに揺動支持するアクスルブラケット６７の構成について説明する。
即ち、エンジン４から前方に左右の機体フレーム６７Ｌ，６７Ｒ及びこれらを連結する複
数の横フレーム６８ａ，６８ｂ，６８ｃ，６８ｄを備えるアクスルブラケット６７は、上
記の前輪アクスルハウジング６６を支持する。この前輪アクスルハウジング６６の左右中
央部の前後に形成された筒軸部６６Ｆ，６６Ｒに、前後の支持筒体６９Ｆ，６９Ｒを嵌合
状態に設け、これら支持筒体６９Ｆ，６９Ｒを、前記横フレーム６８ｃの下面に設ける下
部フレーム６８ｅと同じく横フレーム６８ｄの下面に設ける下部フレーム６８ｆに固定連
結し、もって前輪アクスルハウジング６６は支持筒体６９Ｆ，６９Ｒの共通軸心である前
後軸芯回りに揺動自在の構成とされている。
【００２２】
　上記アクスルブラケット６７の後端は、エンジン４の本体部４ａに連結されるものであ
るが、アクスルブラケット６７とエンジン４の本体部４ａとの間に中間メタル７１を介在
して両者を剛体連結する。即ちアクスルブラケット６７の前端側上下に側面側からボルト
７２を挿通して中間メタル７１を取り付け固定し、エンジン４の本体部４ａに対して、該
中間メタル７１のアクスルブラケット６７への取り付け状態で前後方向のボルト７３を上
下に複数本（図例では左右夫々４本）挿通し、これらボルト７３の後端側を、エンジン本
体部４ａに形成した螺子孔４ｂ，４ｃ部に螺子嵌合させて固定する構成である。エンジン
４本体部４ａは、図８に一例を示すように、シリンダケースやクランクケース、オイルケ
ースなど補強構造の前面部を平面に加工し、螺子孔加工を施す構成である。このとき、図
例では、上側と下側の２箇所で平面加工を施し、夫々２箇所の螺子孔加工４ｂ，４ｃを行
っている。
【００２３】
　前記アクスルブラケット６７の左右の機体フレーム６７Ｌ，６７Ｒの上面に、ラジエー
タ７５を底プレート部材７６ａと左右の起立部材７６ｂ，７６ｂとをサブ組立した状態で
アクスルブラケット６７部に装着できる構成としている。すなわち、このラジエータ７５
のサブ組立構成は、左右機体フレーム６７Ｌ，６７Ｒの上面に溶接固定された支持ブラケ
ット７７Ｌ，７７Ｒ上を前側から後方にスライドしながら（図８中矢印Ｓ方向）所定に位
置させて左右４箇所ずつをボルト７８，７８…で固定する構成である。
【００２４】
　ラジエータ７５の組立について詳述する。前方をボンネット６の前下端縁に沿わせて円
弧状に底プレート部材７６aを形成し、その後部に、上部及び中間部を左右に連結した起
立部材７６ｂ，７６ｂを締結手段あるいは溶接手段で固定する。詳細には、板金材を折曲
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加工した起立部材７６ｂ，７６ｂの各下端を締結手段又は溶接一体化によって起立部材７
６ｂ，７６ｂを起立姿勢に支持する。なお、図９の例のように起立部材７６ｂ，７６ｂの
下端に前後向きの取付片８０，８０を介在し、この取付片８０，８０でラジエータ７５を
装着した際の左右移動を規制できる構成としてもよい。
【００２５】
　このようにして、前記底プレート部材７６ａと、起立部材７６ｂ，７６ｂと、左右の起
立部材７６ｂ，７６ｂを連結する上下の連結部材８１ａ，８１ｂ（図１０参照）によって
ラジエータ７５を支持するラジエータ支持枠Ｆを構成している。
【００２６】
　ラジエータ７５は、その背面にボンネット６内周を前後に密閉状に仕切る仕切板８２を
着脱自在にボルトで接合している。仕切板８２の外周は密閉用の弾性シール８３を嵌めて
おり、内側方は大きく円形に切り欠いた円形周部にラジエータファン８４のファンシュラ
ウド８２ａを形成している。
【００２７】
　仕切板８２を一体としたラジエータ７５は、前記ラジエータ支持枠Ｆの後部に装着して
所謂サブ組立てとされる。すなわち、ロワタンク側の下面２箇所に設ける凸状８５ａ，８
５ａを、プレート部材７６ａに設ける装着孔８５ｂ，８５ｂに嵌合させて固定する。一方
アッパタンク側を、前記上下の連結部材８１ａ，８１ｂのうち上側の連結部材８１ａに形
成した左右の上部取付片８６ａ，８６ａにボルト・ナットで固定している。すなわち上部
取付片８６ａ，８６ａには、アッパタンク側に固定されていてかつゴムブッシュ８６ｂ，
８６ｂを装着した穴部を上方に突出するボルト８６ｃ，８６ｃにナットを締め付けて固定
する。
【００２８】
　上記のように、予めラジエータ７５と仕切板８２は、サブ組立てによって、ラジエータ
支持枠Ｆに取り付けられた状態で、図８に示すように、エンジン４前部のアクスルブラケ
ット６７の左右フレーム６７Ｌ，６７Ｒの上面に取り付けるものであるが、前記支持ブラ
ケット７７Ｌ，７７Ｒの上面前寄りにラジエータ支持枠Ｆに装着したラジエータ７５を載
せ、次いで後方向Ｓにスライド移動させながら、ファンシュラウド８２aがラジエータフ
ァン８４を囲う所定の位置で止め、複数個所（図例では左右各４箇所）でプレート部材７
６ａを支持ブラケット７７Ｌ，７７Ｒにボルト７８，７８…締結することによって装着完
了する。
【００２９】
　ここで、ファンシュラウド８２ａがラジエータファン８４を囲う適正位置でラジエータ
支持枠Ｆ側が停止するようストッパのような規制手段を設けると組立作業の効率が向上す
る。実施例では、図９に示すように、底プレート部材７６ａに円形開口部８７を設け、該
開口部８７を支持ブラケット側に予め準備したボルト頭部などの凸状体８８に関係付けて
おくと、上記スライド操作によって円形開口部８７が凸状体８８に一致する位置でスライ
ドに規制がかかり、作業者は所定位置にあることを確認できる。
【００３０】
　図１０に示すように、前記ラジエータ支持枠Ｆの起立部材７６ｂ，７６ｂの途中部とラ
ジエータ７５の側面を連結する中間連結片８９，８９を設けてラジエータ７５の安定支持
を構成している。
【００３１】
　ラジエータ７５のアッパタンクには、エンジン４のウォータジャケット（図示せず）か
らラジエータ７５に冷却水を戻すアッパホース９０、およびロワタンクには、該ウォータ
ジャケットに冷却水を送出するロワホース９１を接続している。そして、アッパタンクの
中央部には開閉キャップ９２を設ける。このキャップ９２部と、エンジン４の左側面に装
着したリザーブタンク９３を、小径ホース９４により接続している。
【００３２】
　次いで、ボンネット６と前記底プレート部材７６ａとの間に設けるロック手段Ｌについ
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て説明する。図１２に示すように、ロック手段Ｌは、底プレート部材７６ａの前部に設け
られる。そしてロック手段Ｌは、前記底プレート部材７６ａに起立姿勢に固定する固定案
内板９６ａ、この固定案内板９６ａに設ける前後軸９６ｂ、該軸９６ｂ軸芯回りに回動す
る可動フック板９６ｃ、可動フック板９６ｃを常時所定の方向に付勢するスプリング９６
ｄ、及び可動フック板９６ｃをスプリング９６ｄに抗して作動する引き金具９６ｅによっ
て構成される。このうち固定案内板９６ａの上部にＶ状の切り欠き９６ｆを形成し、可動
フック板９６ｃのフック凹部９６ｇによって、ボンネット６の前部下端部に設ける係止ピ
ン９７（図１９（Ａ））の例ではＵ字金具の一方側を用いている。）を上方から下方に向
かうときはスプリング９６ｄに抗して可動フック板９６ｃを適宜に開いて係止ピン９７を
受入れ、その後直ちに閉じて前記フック凹部９６ｇによって係止ピン９７の抜けを許容し
ないロック状態とする。ボンネット６を開けたいときは、引き金具９６ｅをその長手方向
にゆっくりと引くと、可動フック板９６はスプリング９６ｄに抗して回動して上部を開き
、係止ピン９７の規制を解くこととなり、ボンネット６を後部支点回りに前側を大きく開
放作動できる。底プレート部材７６ａの周部には弾性シール７６ｃを嵌着し、ボンネット
６の閉じ作動時の衝撃を緩和する。
【００３３】
　なお、前記ラジエータ７５のアッパタンクに連結する上側連結部材８１ａの中央から前
方に、エアクリーナ９８装着用のブラケット９９を設けてなる。エアクリーナ９８のケー
シングは、断面小判状乃至楕円状に形成する筒状本体ケース部９８ａ、クリーナホース１
００が接続される副ケース部９８ｂ、筒状本体ケース部９８ａにロック手段９８ｃ，９８
ｃ…を介して着脱自在で本体ケース部９８ａと相似する断面形状の蓋体９８ｄによって構
成されている。エアクリーナ９８内部にはフィルタ（図示せず）が挿入される。
【００３４】
　図１４に示すように、前記エアクリーナ９８の前記ブラケット９９への装着構成につい
て、前記筒状本体ケース部９８ａの背面側に、一対の支持脚部９８ｅ，９８ｅに取付枠１
０１を固定し、該取付枠１０１をブラケット９９に挿通する状態に重合させて両者をボル
ト止めする構成としている。詳細には、取付枠１０１は平板部材の左右辺１０１ａ，１０
１ａ及び上辺１０１ｂを同一方向に折り曲げてその折曲げ側が後方向くように前記支持脚
部９８ｅ，９８ｅにボルト止めする。そして、逆Ｕ状に形成され前記上側連結部材８１ａ
の中央から前方に向け突出するよう固定された前記ブラケット９９に、該取付枠１０１を
前側から進入させ、ブラケット９９の本体部上面と取付枠１０１の上辺１０１ｂを重ねて
ボルト止めし、ブラケット９９の左右の間隔内に取付枠１０１を進入させて左右辺１０１
ａ，１０１ａをブラケット９９の左右壁部に夫々ボルト止めするものである。前記支持脚
部９８ｅ，９８ｅの寸法によって取付枠１０１の装着角度が設定でき、エアクリーナ９８
を側面視において下端側がやや前位となる傾斜姿勢に配置できる。このように構成すると
、安定良くエアクリーナ９８を支持することができる上、ラジエータ７５に極力接近させ
てエアクリーナ９８を配置することができる。前記副ケース部９８ｂに下向きの開口を備
えた新気吸入口９８ｆを備え、該新気吸入口９８ｆから吸い込まれた外部空気はエアクリ
ーナ９８内部にて除塵浄化された後、前記仕切板８２のクリーナホース貫通孔８２ｂに挿
通されたクリーナホース１００を介してエンジン４側に供給される。
【００３５】
　図１５におけるエアクリーナ９８Ａの支持構成は、前記ブラケット９９に代替して前方
に長く突出するブラケット９９Ａの構成とした公知の取付方法を採用している。前記のよ
うに断面が小判乃至楕円型のエアクリーナ９８仕様とするか円形のエアクリーナ９８Ａ仕
様とするかは、前記ラジエータ７５のアッパタンクに連結する上側連結部材８１ａを連設
するブラケット９９，９９Ａの形状の工夫によって、両仕様における上側連結部材８１ａ
を共有化できる。
【００３６】
　次いで、エアクリーナ９８下方のラジエータ７５前方の機器配置構成について説明する
。
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【００３７】
　図１６、図１９に示すように、ラジエータ７５の前には、燃料を冷却する燃料クーラ１
０２を設ける。さらにその前方にはエンジン４に供給する空気を冷却するインタークーラ
１０３、さらにその前方にキャビン空調装置の一部を構成するコンデンサ１０４を配置す
る構成である。
【００３８】
　前記燃料クーラ１０２は、前記エアクリーナ９８を支持する部材であって、ラジエータ
７５のアッパタンクに連結する前記上側連結部材８１ａを利用して固定する支持プレート
１０５に吊下状態に支持される。支持プレート１０５には、下部側２個所にボルト挿通孔
を形成した固定片１０５ａを形成し、燃料クーラ１０２の上部の連結片１０２ｃをボルト
で固定して吊下げ状態としている。固定された燃料クーラ１０２の下部左右の一側に図外
燃料タンクからの燃料導入管１０２ａを接続し他側にエンジン４への燃料供給管１０２ｂ
を接続する。これら燃料導入管１０２ａ及び燃料供給管１０２ｂは束ねて前記仕切板８２
の一側に形成する切欠部８２ｃを貫通するものである。
【００３９】
　前記燃料クーラ１０２は、ラジエータ７５の前側に配置されるものであるが、正面視に
おけるその面積はラジエータ７５より小さく、ラジエータ７５の正面側上部に位置してい
る。ラジエータファン８４ｂによる導入外気の通風によって空冷される構成である。
【００４０】
　次に前記燃料クーラ１０２の前側に配置されるインタークーラ１０３は、図１７に示す
ように、その本体を、左右の支持枠１０６Ｌ，１０６Ｒ、及び底部側固定座１０７をもっ
て支持する構成である。なお、左右の支持枠１０６Ｌ，１０６Ｒは共に適宜に前記ラジエ
ータ支持枠Ｆの起立部材７６ａ，７６ａ又はそれらを連結する連結部材８１ａ，８１ｂを
利用して固定する。底部側固定座１０７は、底プレート部材７６ａに装着されている。
【００４１】
　前記インタークーラ１０３の本体上部左右に、導入用ホース１０３ｂと供給用ホース１
０３ｃが接続され、エンジン４に供給される圧縮空気を導入用ホース１０３ｂによって本
体に導入し冷却を行うものである。これら導入用ホース１０３ｂと供給用ホース１０３ｃ
は接近状態で前記仕切板８２に設ける一対のインタークーラ用貫通孔８２ｄ，８２ｅに挿
通している。なお、これら導入用ホース１０３ｂと供給用ホース１０３ｃを仕切板８２に
固定するが、その固定方法は、導入用ホース１０３ｂと供給用ホース１０３ｃにそれぞれ
鍔状の固定板１０８ｂ，１０８ｃを設け、一方の固定板１０８ｂは仕切板８２の前面に、
他方の固定板１０８ｃは仕切板８２の後面に重合させてボルトによって固定する。そして
仕切板８２の前後面で対応する部位を共通のボルトで共締めする構成である。このように
構成すると鍔状の固定板１０８ｂ，１０８ｃを共通の形状にでき、量産化に適応でき、組
立も容易である。なお、インタークーラ１０３の本体前面には防塵網１０９を一側方に引
き出し可能に設けている。実施例では機体の左側に引き出し可能である。
【００４２】
　前記のようにインタークーラ１０３の前側には枠組みされたコンデンサ１０４を配置す
る（図１９参照）。即ち、コンデンサ１０４の左右の側枠部１０４ａ，１０４ａを前記底
プレート部材７６ａの前部においてボルト止めすると共に、前記ラジエータ支持枠Ｆの起
立部材７６ｂの一方側（図例では機体右側）と同側の側枠部１０４ａを連結板１１０にて
補強構造としている（図２０参照）。この連結板１１０の存在する側とは反対側のコンデ
ンサ１０４の側枠部１０４ａにレシーバ１１１を設けている。コンデンサ１０４の前面に
は防塵網１１２を引き出し形態に設けるが、このコンデンサ用防塵網１１２は前記レシー
バ１１１の存在する側とは反対方向に引き出し可能に設けている。
【００４３】
　側面視において、前記ラジエータ７５の前方の配置では、インタークーラ１０３よりも
コンデンサ１０４の高さが低いため、これらインタークーラ１０３とコンデンサ１０４の
上方に傾斜姿勢で前記エアクリーナ９８を配置でき、ボンネット６内部の機器占有空間が
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小さくなってコンパクト化が図れる（図１９参照）。
【００４４】
　また、図１３、図２０（Ａ）に示すように、前記仕切板８２に、エアクリーナ９８のク
リーナホース１００を挿通させるためのクリーナホース貫通孔８２ｂを左右いずれか一方
側に、前記インタークーラ１０３に接続する導入用ホース１０３ｂと供給用ホース１０３
ｃを挿通させるための一対のインタークーラホース用貫通孔８２ｄ，８２ｅを接近状態で
左右いずれか他方に備える構成とするから、単一のクリーナホース貫通孔８２ｂと一対の
インタークーラホース貫通孔８２ｄ，８２ｅとを左右に配置するものであり、左右と中央
に分散する場合に比較して、貫通孔数の相違によって区別認識し易くし、誤組を少なくで
きる。
【００４５】
　前記燃料クーラ１０２は、ラジエータ支持枠Ｆを構成する左右方向の連結部材８１ａに
、支持プレート１０５を介して吊下げ支持され、前記連結部材８１ａにはさらに、エアク
リーナ９８を支持するブラケット９９を設けているから、既存の連結部材８１ａに、燃料
クーラ１０２を吊下げ支持し、あるいはエアクリーナ９８用のブラケット９９を設ける構
成であるから、気温などの環境条件によって燃料クーラ１０２を後付けする場合にも容易
であるとともに、既存の連結部材８１ａにエアクリーナ９８のブラケット９９を組み付け
る構成とするので、支持構成の兼用化が図れてコストダウンとなる。
【符号の説明】
【００４６】
４　　エンジン
６　　ボンネット
７５　　ラジエータ
８１ａ　　連結部材
８２　　仕切板
８２ｂ　　クリーナホース貫通孔
８２ｄ　　インタークーラ用貫通孔
８２ｅ　　インタークーラ用貫通孔
９８　　エアクリーナ
９９　　ブラケット
１００　　クリーナホース
１０２　　燃料クーラ
１０３　　インタークーラ
１０３ｂ　　導入用ホース
１０３ｃ　　供給用ホース
１０４　　コンデンサ
Ｆ　　ラジエータ支持枠
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